
米国では，今から 50年以上前の 1974 年に
「児童虐待防止および処遇法（Child Abuse Pre-
vention and Treatment Act）」が制定されたこ
とによって，虐待されている子どもの命を救うた
めに，子どもを保護することが最優先課題とな
り，虐待されている子どもの安全を確保するため
に，虐待している親から子どもをすぐに引き離す
ことになったのである．しかしながら，その結果
として子どもが施設や里親を転々とたらい回しに
される「ドリフト（drift）」や「リンボー
（limbo）」と呼ばれる現象が深刻化していくこと
になったのである．そこで，そうした現象に対処
するため，1980 年には「養子縁組支援および児
童福祉法（Adoption Assistance and Child
Welfare Act）」が制定されている．そして，こ
の 1980 年法には，援助の対象である虐待やネグ
レクトを経験した子どもの恒久的で安定した養育
環境を保障するという「パーマネンシー（Per-
manency）」の原則が含まれていたことから，
「パーマネンシー法」と称されることになったの
である．その後，1991 年には家族維持の努力を
求めた「家族維持法（Families Prevention
Act）」，1997 年には安全性，パーマネンシー，
ウェルビーイングの実現を達成目標とする「養子
縁組および安全家族法（Adoption and Safe
Families Act）」，2018 年には虐待やネグレクト

を経験した子どもを含めて，すべての子どもが，
安全で安定した持続性のある家庭環境で育つべき
であるという「ファミリー・ファースト・プリベ
ンション・サービス法（Family First Prevention
Services Act）」が制定されている．
このように，米国では虐待している親から子ど

もを早計に引き離す措置ではなく，家庭維持と適
切で十分な援助努力を行い，心理的親のもとで永
続的に生活できる安全で安心な養育環境を保障し
ていくというパーマネンシーの理念が浸透してい
くことになったのである．
日本では，1990 年代に入った頃から「パーマ

ネンシー」について語られ始め，2013 年の「平
成 25年改正子ども虐待対応の手引き」において
「パーマネンシー」という語が登場し，2017 年
の「新しい社会的養育ビジョン」（新たな社会的
養育の在り方に関する検討会）で「パーマネン
シー保障」について記されている．その後，こど
も家庭審議会の答申を受けて政府が策定した「こ
ども大綱」（2023 年 12 月 22日）や 2025 年～
2029 年度の「社会的養育推進計画」においても
「パーマネンシー保障」の理念の重要性が説かれ
ている．
本書は，「パーマネンシー」理念に着目し，そ

れを共通理念とした子ども家庭支援におけるケー
スマネジメントと実務者の役割を詳述した画期的

【書評】

畠山由佳子・福井 充 編著
『パーマネンシーをめざす子ども家庭支援

─共通理念に基づくケースマネジメントとそれぞれの役割』
（岩崎学術出版社，2023年，A 5判，312頁，3,800円＋税）

新 川 泰 弘
（関西福祉科学大学）

ソーシャルワーク学会誌 第 50号 5-8 2025

― ５ ―



かつ先駆的な書籍である．
本書は，序章と終章を含めて，全 9章から構

成されている．各章のタイトルと執筆者は以下の
とおりである．

序 章 実務の役割とパーマネンシー（福井
充）

第 1章 パーマネンシープランニングとパー
マネンシー（畠山由佳子）

第 2章 家庭維持を目的とした在宅支援の展
開──地域で子どもも親もまるごと
「家庭」として支援するために（畠山
由佳子，笹井康治，伊藤徳馬，福井
充）

第 3章 親子分離後のパーマネンシー保障に
向けた支援展開──児童相談所のケー
スマネジメントを中心に（福井充）

第 4章 パーマネンシー保障をめざす里親・
フォスタリング機関の役割（榑沼あづ
さ）

第 5章 パーマネンシー保障をめざす母子生
活支援施設の役割（中島尚美）

第 6章 パーマネンシー保障をめざす児童家
庭支援センター・児童養護施設の役割
（橋本達昌）

第 7章 社会的養護のもとで育つ若者のパー
マネンシーとライフチャンス（永野
咲）

終 章 パーマネンシーをめざす実践の発展に
向けて（畠山由佳子，福井充）

序章においては，本書の企画意図や背景，ねら
いや構成が述べられており，とりわけ本書のねら
いについては，「子ども家庭支援の実務（実践・
施策）を貫く共通の価値となるべきパーマネン
シーの理念と，その理念に沿った各実務の役割・
方策を具体的に提示することで，パーマネンシー
保障に向けた子ども家庭支援の全体的な進展に貢
献することにある」（6頁）とされている．
第 1章では，子どもの最善の利益という視点

から，米国におけるパーマネンシーの成立や展

開，日本におけるその受容過程，子ども家庭支援
に対するその意義などについて詳しい説明がなさ
れている．そもそもパーマネンシー概念は冒頭で
触れたように，いわゆるパーマネンシー法の原則
として本格的に登場したのであるが，ここではそ
のパーマネンシー概念が次のように再定義されて
いる．「子どもがこれからずっと続くと感じられ
る，将来の見通しを持った育ちの保障である．子
どもが自分に対してコミットしてくれていると感
じられる存在であり，そこに所属していると感じ
られ，いつでも戻れる場所であり，いつでも頼る
ことができると信頼できる 1人以上の人との
『つながり』である．それは周りの大人ではなく，
子ども自身が定義するものであり，社会的・制度
的に認められたものである．それはすべての子ど
もに対して社会が保障すべきものである」（37-
38 頁）．もう一つ重要な概念となっているのが
「Reasonable Efforts（正当な努力）」であって，
この概念については，その正当性を示すモデルが
作成されるとともに，「これまでの米国での運用
を参考にしながら，日本でも，子どもの親子分離
等の大きな責任を伴う意思決定を下す際に，参考
にすべき概念」（26頁）と意義づけられている．
第 2章 1節では，まず家族維持を目的とした

「正当な努力」の実践例として，イリノイ州での
在宅支援ケースが詳述されている．2節では，日
本における在宅支援において市区町村が行うべき
地域版ケースマネジメント実践モデルとして開発
された福岡市の「支援型対応実践モデル
Fukuoka city Alternative Response Model
（FARM）」が紹介されている．3節では，支援を
自ら求めない家族とつながって行われるケースマ
ネジメント，支援につなげる家庭訪問の工夫（御
用聞き訪問）が保護者支援事例を交えて解説され
ている．4節では，重層的支援体制整備事業を活
用した地域支援について，事業概要，相談活動事
例，支援ポイントが示されている．5節では，法
的枠組みを活かしたケースマネジメントとして，
児相の市町村指導委託，家裁の保護者指導勧告の
枠組みが検討されている．
第 3章では，児童相談所が中心として担って
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いる親子分離後のケースマネジメントについて，
そこで重要となっている子どものパーマネンシー
保障の仕組みのための改善策や実践方法が，諸々
のケースを通して明らかになった現状や課題を踏
まえて，提示されている．それに際しては，「親
子分離後のパーマネンシープランニングモデル概
念図」（137 頁）が独自に作成され，8要素のガ
イドラインが定められているとともに，この概念
図に基づいた「（親子分離後の）パーマネンシー
プランの例 ※実践イメージ用の簡易版」（138
頁）が示されている．また，ゴールを明確に定め
たパーマネンシーの実践について，独自の研究結
果である退所統計等のデータを踏まえて，実践の
成果と課題が検討されている．
第 4章では，パーマネンシー保障をめざす里

親・フォスタリング機関の役割について，米国に
おけるケースマネジメントとコンカレントプラン
ニングの取り組みの紹介を通して述べられてい
る．コンカレントプランニングとは，万が一家庭
復帰が叶わなかった場合の他の選択肢を早期に検
討し，同時進行で働きかけていくものであるが，
それを実施するにあたってのポイントが筆者の経
験を基に，「ケースワーカーは実親や家族の強み，
可能性を信じ，家庭復帰に向けて最善の努力を尽
くす」など 5点が挙げられている．ただしこう
した米国での取り組みは日本においても十分可能
であるものの，現時点では将来的な検討課題であ
るとのことである．
第 5章では，母子生活支援施設の実践の現状

と課題が踏まえられた上で，パーマネンシー保障
をめざす母子生活支援施設の役割が明らかにされ
ている．特に，母子生活支援施設における母と子
の生命の保障と家族維持支援についての事例を手
がかりに，「特定妊婦支援における重層的支援と
ケースマネジメントのイメージ」図が作成されて
いるとともに，パーマネンシー保障に向けて，母
子生活支援施設が担うべき正当な努力について，
日々の実践の中で支援者が意識すべき視点，すな
わち「利用者のニーズに対応できる支援体制の必
要性：アセスメント力の強化」などの 5つの視
点への言及がなされている．

第 6章では，パーマネンシー保障に関わって，
児童家庭支援センターと児童養護施設が対象とさ
れているが，とりわけ着目されているのが，児童
家庭支援センター，児童養護施設，子育て支援セ
ンターの 3事業を地元の基礎自治体と強力な連
携関係を基盤に一体的かつ統合的に実施し，アウ
トリーチ型の地域家庭支援事業を積極的に取り組
んでいる実践である．また，家族再統合・親子関
係再構築支援を巡って，児童家庭支援センター，
児童養護施設，児童相談所，地元の基礎自治体が
関わった具体的な取り組みについても触れられ，
地域における連携の重要性が強調されている．
第 7章は，「社会的養護のもとで暮らす子ども

たち／巣立った若者たちの，ライフチャンス」
（271 頁）について論じたものである．「ライフチ
ャンス」という概念は，政治社会学者ダーレンド
ルフに由来し，そのダーレンドルフによればライ
フチャンスとは「『オプション（options）：社会
構造が付与している〈選択可能性〉』と『リガチ
ュア（ligatures）：帰属・社会的なつながり』の
相互関係によって決まる『社会構造によって付与
される個人の発展のための可能性』」（270 頁）で
あるが，この概念に基づいて，ライフチャンスの
保障に向けた方策が打ち出されている．
終章は，全体の総括がなされ，パーマネンシー

を目指す実践の今後の発展の方向性が差し示され
ている．パーマネンシーについて「実践のための
羅針盤として，進むべき方向性を示す価値理念の
1つとして『パーマネンシー』があるべきなの
だ」（292 頁）と，今後の実践においてその価値
を共有しておくべきものであるという思いが語ら
れている．本書を指針として実務者が支援方策を
考えることで，「パーマネンシー」の価値は，着
実に日本の社会的養育に根づいていくことにな
る．しかしながら，継続的に実践し続けられるか
どうかということが同時に問われることになるだ
ろう．また，「多様なサービスの充実や活用のた
めには，資源の共有（特に都道府県が所管する社
会的養護資源の多機能化による市区町村の家庭支
援事業への開放）やそれを活かすケースマネジメ
ントの連続性，たとえば親子分離の前後（市区町
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村と児童相談所の間）で分断せずに家庭復帰等に
向けて親子への支援を分担して並走するようなつ
ながりが望まれる」（296 頁）とある．今後，行
政と民間といった立場を超えるとともに，市区町
村の事業と都道府県の社会的養護資源，市区町村
と児童相談所といった壁を超えて，連携・協働で
きるかどうかということが，「パーマネンシー」
の価値に根差した実践を社会に浸透させていける
かどうかの分岐点となり，決定的に重要となって
くるだろう．
なお，本書において特に注目したい点は，「正

当な努力」と「FARM」である．
「正当な努力」という概念に関しては，米国の
実際の運用において，「正当な努力にも適度な努
力にもなりうる玉虫色の基準となっている」（25
頁）とあり，「正当な努力」にはどこまで努力を
したらいいか不明瞭であるという議論がある．し
かしながら，「正当な努力」について，「家族と関
係を築き，家族を知ることで，今まで家族が意識
していなかったニーズを共に認知し，そのニーズ
に合ったサービスを家族の個別性に合うように誂
え，サービス提供のためのプランを立て，その効
果を評価するという一連のケースマネジメントの
プロセスに家族が参加できる（エンゲージする）
ことを促す『努力』も『正当な努力』の大事な部
分となるべきだ」（50頁）と指摘しており，実務
者がケースマネジメントに取り組む際に，家族の
ニーズに適った「正当な努力」を行うことの重要
性を説いている点は大変有意義であり，注目に値
する．
FARM においては，「空間的・横断的マネジメ

ントと関係機関のあり方」を図示し，「単体の
サービスのつなぎで終わってしまっていることも
多い」（76頁）と課題を指摘した上で，「複数の
サービス間の調整など，家族についてのアセスメ

ントの結果を基とした支援プランの目標に併せ
て，利用するサービス全体を把握し，包括的に
ニーズを満たせるようにサービスをコーディネー
トすることこそが，空間的・横断的マネジメント
である」（76-77 頁）と説いている．そして，「時
間的かつ空間的マネジメントを含んだ市区町村子
ども家庭支援ケースマネジメント」も作図し，
「地域が子どものための『家庭』としての養育環
境としての機能をもち，その育ちを支えるような
役割ができることを促し支えていくことこそが，
市区町村子ども家庭支援が行うべきミッション」
（78頁）であるという．また，「FARM ケースマ
ネジメントモデル概念図」「FARM アセスメント
シート」「FARM 支援プラン・評価シート」も提
示されている．緻密な手続きによってモデル構築
されていることに加えて，極めて実用的である点
は非常に意義があり，見逃すことができない．
なお，本書は，「パーマネンシー」「ケースマネ

ジメント」「正当な努力」について，理解を深め
ることができる比類なき書籍であるため，官民を
問わず，社会的養護や地域子育て支援の実践現場
で実務にあたる実践家にとっての必読書といえ
る．また，子ども家庭支援の研究に取り組んでい
る研究者，大学生，大学院生にも推薦したい．
いずれにしても，本書において，「パーマネン

シー」の価値・理念と，それを実現する「ケース
マネジメント」や「各実務者の役割・支援方策」
が詳細かつ体系的に示されていることは高く評価
できる．それゆえに，本書は，今日における子ど
も家庭支援を考える上で極めて貴重な一冊である
といえる．本書で詳細に解説されている「パーマ
ネンシー」の価値・理念は，子ども家庭支援の研
究にとってますます重要となってくると思われる
ので，今後のさらなる研究の蓄積を期待したい．
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